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　核
かくぐん

軍縮
しゅく

等を議
ぎ

論
ろん

する核兵器不
ふ

拡
かくさん

散条約（NPT）再
さいけんとう

検討会議が、8 月 1 日（現地時間）からア

メリカ・ニューヨークの国連本部で開かれる。ウクライナの情
じょう

勢
せい

をはじめ国際社会の緊
きん

張
ちょう

が高
まる中、核兵器使用のリスクはかつてないほど増

ぞうだい
大しており、核兵器保有国も参加する同会議

で、核兵器の使用と核戦争のリスク回
かい

避
ひ

へ道
みちすじ

筋をどうつけるかが焦
しょう

点
てん

となっている。

　同会議に寄せて SGI（創価学会インタナショナル）会長の池田大作先生は、核兵器を巡
めぐ

る
危
き き

機の克
こくふく

服へ「核兵器の先制不使用」の誓
せいやく

約などを求める緊
きん

急
きゅう

提
ていあん

案を発表した。

　緊急提案ではまず、現在の国際情勢を踏
ふ

まえ、“ 核兵器は決して使ってはならない兵器 ” で
あるとの明

めいかく
確な歯止めをかけることが急

きゅう
務
む

であると指
し

摘
てき

。核兵器を保有する国々が、核戦争を
自
じ

制
せい

する意思を改めて表明するよう呼
よ

び掛
か

けている。

　また、NPT 再検討会議で取り上げるべき目
もっ

下
か

の課題として、核兵器を保有している 5 カ国（ア
メリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国）の首

しゅのう
脳が 1 月に発表した「核戦争の防止と軍

ぐんかく
拡

競争の回避に関する共同声明」に言
げん

及
きゅう

。「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」と
する共同声明の精神を、5 カ国が今後も遵

じゅん
守
しゅ

することを誓約し、核兵器のリスクを低
ていげん

減させる
措
そ ち

置を、直
ただ

ちに進めるよう訴
うった

えている。

　そして、その最
さいゆうせん

優先課題として、「核兵器の先制不使用」の原則について 5 カ国が速
すみ

やかに
明確な誓約を行うことを提

てい
唱
しょう

。全ての核保有国や核依
い

存
そん

国が、先制不使用の原則を踏まえた政
策を目指すべきとしている。

　さらに、核兵器廃
はいぜつ

絶などを目指す世界の都市のネットワーク「平和首
しゅ

長
ちょう

会議」に、核保有国
や核依存国の自治体の加

か
盟
めい

が続いていることを紹
しょう

介
かい

。地球上のどの町や都市にも惨
さんげき

劇を起こさ
せてはならないと「自

じ た
他共

とも
の平和と安全と安心」を志

し
向
こう

するこうした広がりに、安
あんぜん

全保
ほ

障
しょう

のパ
ラダイム転

てんかん
換のモデルがあると述べつつ、核兵器のない世界に向けて今こそ全ての国が新たな

行動を起こすよう求めている。

創価学会インタナショナル会長
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核兵器の脅
きょう
威
い
が冷戦後で

最も危険なレベルに

「先
せ ん せ い

制不使用」の誓
せ い や く

約で明確
な歯

は ど

止めを
■  ■　広島と長崎への原

げんばくとう

爆投下
か

から 77年
　広島と長崎への原

げんばくとう

爆投下
か

から、まもなく77年を迎
むか

えます。
　しかし、いまだ核兵器廃

はいぜつ

絶に向けた本格的な軍
ぐん

縮
しゅく

が進んでいないばかりか、核兵器が再
ふたた

び使用されか
ねないリスクが、冷戦後で最

もっと

も危険なレベルにまで高
まっていることが、懸

け

念
ねん

されてなりません。
　核兵器に対し、“決して使用してはならない兵器 ”
として明確に歯

は ど

止めをかけることが、まさに焦
しょう

眉
び

の課
題となっているのです。　
　本年 1月3日、核兵器国であるアメリカ、ロシア、
イギリス、フランス、中国の首

しゅのう

脳は、「核戦争の防止
と軍拡競争の回

かい

避
ひ

に関する共同声明」を発表してい
ました。
　そこで確認されていたのが「核戦争に勝者はなく、
決して戦ってはならない」との精神でしたが、世界の
亀
き

裂
れつ

が深まった現在の情
じょう

勢
せい

においても、“核戦争に
対する自

じ

制
せい

”という一点については決して踏
ふ

みにじる
意
い し

思はないことを、すべての核兵器国が改
あらた

めて表明す
べきではないでしょうか。

2019 年 4月から5月にかけて、ニューヨークの国連本部で行われた
NPT 再検討会議の第 3回準備委員会。各国政府の一般討論に続いて、
市民社会の意見表明が行われる中、SGIが参加する「核兵器を憂慮する
信仰者のコミュニティー」の共同声明が発表された

　その上で、核兵器の使用という“破
は

滅
めつてき

的な大
だいさん

惨事
じ

を引き起こす信
しんかん

管”を、現在の危
き き

機から取
と

り除
のぞ
くとと

もに、核兵器による威
い

嚇
かく

が今後の紛
ふんそう

争で行
おこな

われない

ようにするために、早
さっ

急
きゅう

に対
たいさく

策を講
こう

じることが求めら
れると思えてならないのです。　
　そこで私は、国連で8月1日から行われる核兵器
不
ふ

拡
かくさん

散条約（NPT）の再検討会議で、以下の内容
を最終文書に盛

も

り込
こ

むことを、緊
きん

急
きゅう

提案として呼
よ

びか
けたい。
　一、1月の共同声明について核兵器国の5カ国が
今後も遵

じゅん

守
しゅ

することを誓
せいやく

約し、NPT第 6条の核軍縮
義務を履

り

行
こう

するための一
いっかん

環として、直
ただ

ちに核兵器のリ
スクを低

ていげん

減させる措
そ ち

置を進めること。
　一、その最

さいゆうせん

優先の課題として、「核兵器の先
せんせい

制不
使用」の原則について、核兵器国の5カ国が速

すみ

やか
に明確な誓約を行うこと。
　一、共同声明に掲

かか

げられた“互
たが

いの国を核兵器の
標
ひょう

的
てき

とせず、他のいかなる国も標的にしていない”と
の方針を確

かっ

固
こ

たるものにするため、先制不使用の原
則に関し、すべての核保有国や核依存国の安全保障
政策として普

ふ

遍
へん

化
か

を目指すこと。

池田 SGI 会長の提案を受け、原爆投下から70 年にあたる2015 年 8
月に「核兵器廃絶のための世界青年サミット」が広島市内で開催。初日
には、世界各地で平和運動に携わる青年たちが、原爆資料館を見学した
後、原爆死没者慰霊碑に献花。「平和と人道の地球社会」を築くことを
誓い合った

　
■  ■　“自

じ

他
た

共
とも

の平和と安心”の追求を！
　NPTの枠

わく

組
ぐ

みに基
もと
づいて最優先で取り組むべき課

題として、特に「核兵器の先制不使用」を挙
あ

げたこ
とには理由があります。
　これまでの核

かくよく

抑止
し

政策の主
しゅがん

眼は、核兵器の使用を
いかに“他国 ”に思いとどまらせるかにありました。
その結果、核保有国がさらなる軍拡に傾

かたむ

く状
じょうきょう

況が生
しょう

じてきたと言
い

えましょう。
　その状態から一歩を踏

ふ

み出
だ

して、“ 他国 ”の核兵
器の脅

きょう

威
い

に向けてきた厳
きび
しい眼

まな

差
ざ

しを、“自国 ”の核
政策がはらむ危険性にも向け直していく作業を通しな
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民衆の生
せいぞん

存の権利を基
き

軸
じく

にした
安全保障の見直しが急

きゅう

務
む

■  ■　「原
げんすいばく

水爆禁止宣言」を受
う

け継
つ

ぐ活動　
　本年 6月、その第 1回締

ていやくこく

約国会議が開催されまし
たが、そこで採択されたウィーン宣言と行動計画で明

めい

記
き

された通り、NPTと核兵器禁止条約は補
ほ

完
かん

し合
あ

う
関係にあるものです。
　地球に生きるすべての人 と々将

しょう

来
らい

の世代のために
「核兵器のない世界」への橋を架

か

けることは、そもそ
もNPTで希

き

求
きゅう

されていたものだったからです。
　その挑

ちょう

戦
せん

を前に進めるために、今、核保有国の側
がわ

から新たな行動を起こすことが必要ではないでしょう
か。それこそが、NPTの前文に刻

きざ

まれた“全人類に
惨
さんがい

害をもたらす核戦争の危険を回避するために、あら
ゆる努力を払

はら

う”との誓
ちか

いを果
は

たす道であると訴えた
いのです。　
　私たちも、創価学会の戸田城

じょう

聖
せい

第 2 代会長が、
世界の民衆の生

せいぞん

存の権利を守る立場から核兵器の使
用は絶対に許

ゆる

されないと訴えた「原
げんすいばく

水爆禁止宣言」
（1957 年 9月）を原点に、核兵器禁止条約の実現
をはじめ、「核兵器のない世界」への橋を架けるため
の運動に取り組んできました。
　この宣言の精神を礎

いしずえ

に私が創立した戸田記念国際
平和研究所では、締約国会議が閉

へいまく

幕した翌日（6月
24日）にウィーンで、『核兵器禁止条約――世界の
核
かくちつじょ

秩序の変革に向けて』の出版記念会を行いました。
　この研究書

しょせき

籍で焦
しょう

点
てん

となったのも、核兵器禁止条
約の意義に加

くわ

えて、核保有国が安全保障政策を見直
すことの緊

きんようせい

要性にほかなりませんでした。そこで論じ
られている通り、「核兵器の先制不使用」の方針が
世界の安全保障環境の改

かいぜん

善にもたらす効果には、極
きわ

めて大きいものがあります。
　2年前（2020 年 6月）に中国とインドが係

けいそう

争地
域で武力衝

しょう

突
とつ

した時、数十人にのぼる犠
ぎ

牲
せい

者
しゃ

が出る
状況に陥

おちい

りながらも、両国が以前から「核兵器の先
制不使用」の方針を示していたことが安

あんていざい

定剤として機
能し、危機のエスカレートが未

み

然
ぜん

に防
ふせ

がれたという事
例もあるのです。
　また研究書籍では、先制不使用の方針が核リスク
のさらなる低減への「ポジティブな循

じゅん

環
かん

」を促
うなが

す可能

がら、「核戦争の防止」のために自国としてどのよう
な貢
こうけん

献を為
な

しうるかについて真
しん

摯
し

に検討し、核リスク
を抜本的に低減させるための具体的な措置を進めて
いく――。このパラダイム転

てんかん

換への突
とっぱこう

破口として、「核
兵器の先制不使用」の方針を各国が明確な形で示

しめ

し
合
あ

うことを、私は提
てい

唱
しょう

したいのです。　
　緊

きんぱく

迫した状況が続くウクライナ情勢を前にして、核
保有国や核依存国の間

あいだ

でも新しい動きがみられます。
　特に注目されるのは、核兵器廃絶などを目指す世
界の都市のネットワークである「平和首

しゅ

長
ちょう

会議」に、
核保有国や核依存国を中心に124の自

じ ち

治体
たい

が新
あら

た
に加

か

盟
めい

したことです。
　今や、世界 166カ国・地域の8000を超

こ

える自治
体が、核兵器による惨

さんげき

劇を“自分たちの町や都市 ”
に対して起こさせないだけでなく、“地球上のどの町
や都市 ”にも起こさせないために連

れんたい

帯を広げているの
です。
　国の違

ちが

いを超えて「自
じ た

他共
とも

の平和と安全と安心」
を求める世界の自治体の意識変

へんかく

革の広がりに、核保
有国や核依存国が踏み出すべき「安全保障のパラダ
イム転換」のモデルがあるように思えてなりません。
　その意識変革の源

げん

流
りゅう

には、自
みずか

らの悲
ひ

痛
つう

な体験を通
して「核兵器による惨劇をどの国の人々にも引き起こ
してはならない」との訴

うった

えを続けてきた、広島と長崎
の被

ひ

爆
ばくしゃ

者や、核実験と核開発に伴
ともな

う世界のヒバクシャ
の存在がありました。
　そして、その思いと連

れんどう

動して市民社会で広がった連
帯を受け、2017 年に採

さいたく

択され、昨年に発
はっこう

効したの
が核兵器禁止条約にほかならないのです。

核兵器禁止条約が採択された翌月（2017 年 8月）、長崎大学で行われ
た「核兵器なき世界への連帯」展。長崎市内での第 9回平和首長会議
総会に際し、同総会実行委員会の要請を受けて開催されたもの。総会に
参加した世界各国の市長らが訪れた
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性を指
し

摘
てき

していました。
　この方針が核保有国の間で定

てい

着
ちゃく

していけば、核兵
器は“使用されることのない兵器 ”としての位

い ち づ

置付け
が強まり、核軍拡を続ける誘

ゆういん

因が減
へ

るだけでなく、“核
の脅威の高まりが新たに核保有を求める国を生

う

む ”
という核拡散の解

かい

消
しょう

にもつながる――と。

戸田記念国際平和研究所が出版した英文の研究書籍『核兵器禁止条約
――世界の核秩序の変革に向けて』（左がソフトカバー版、右がハードカ
バー版）

■  ■　新
あら

たな時代を開く力
ちから

に人間の真
しん

価
か

が　
　その上で私は、この方針転換がもたらす影

えい

響
きょう

は、
安全保障面での「ポジティブな循環」だけにとどまら
ないことを強調したい。
　世界に緊

きん

張
ちょう

と分断をもたらしてきた“核の脅威によ
る対
たい

峙
じ

”の構造を取り除くことで、核軍拡競争に費
つい

や
されている資金を人

じんどう

道目的に向けていくことも可能と
なり、新型コロナウイルス感

かんせん

染症
しょう

のパンデミック（世
界的大流行）や気

き

候
こうへんどう

変動問題をはじめ、さまざまな
脅威にさらされている大

おおぜい

勢の人々の生命と生活と尊
そんげん

厳
を守るための道が、大きく開かれるに違

ちが

いないと確信
するからです。
　東洋の箴

しんげん

言に、「人の地によって倒
たお

れたる者の、
返
かえ

って地をお（押）さえて起
た

つがごとし」（御書新版 697ペー
ジ・御書全集 552ページ）との言葉があります。
　危機を危機だけで終わらせず、そこから立ち上がっ
て新たな時代を切り開くことに、人間の真

しん

価
か

はあると
言えましょう。　
　8月のNPT再検討会議という絶

ぜっこう

好の機会を逃
のが

すこ
となく、核兵器国による「核兵器の先制不使用」の
原則の確立と、その原則への全締約国による支持を
最終文書に盛り込むことを目指していく。そしてまた、
広島と長崎の被爆者や世界のヒバクシャが訴えてきた
「核兵器による惨劇をどの国の人々にも引き起こして

はならない」との精神を踏
ふ

まえながら、非核兵器国に
対して核兵器を使用しないという「消極的安全保障」
についても明確な誓約を行うことで、安全保障のパラ
ダイム転換を促す出発点にしていくことを強く呼びかけ
たいのです。


